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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】令和2年2月6日(2020.2.6)

【公表番号】特表2019-506307(P2019-506307A)
【公表日】平成31年3月7日(2019.3.7)
【年通号数】公開・登録公報2019-009
【出願番号】特願2018-544836(P2018-544836)
【国際特許分類】
   Ｂ２３Ｂ  27/14     (2006.01)
   Ｂ２３Ｂ   5/12     (2006.01)
   Ｂ２３Ｂ  27/22     (2006.01)
   Ｂ２３Ｂ  27/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２３Ｂ   27/14     　　　Ｃ
   Ｂ２３Ｂ    5/12     　　　　
   Ｂ２３Ｂ   27/22     　　　　
   Ｂ２３Ｂ   27/16     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和1年12月23日(2019.12.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－上面（２）および下面（３）、
　－前記上面（２）と前記下面（３）との間に延びている複数の側面（４）、
　－前記複数の側面（４）から前記上面（２）への移行部に形成されている複数の主切刃
（５）および複数の副切刃（６）、
を有するピーリング用チップ（１）において、
前記ピーリング用チップ（１）が、前記上面（２）を上から見て、ほゞ正ｎ角形の形状で
あり、ここでｎは５または６、さらに、ｎ個の側面（４）の間にあるｎ個の側面稜（１０
）を有し、少なくとも１つの側面（４）から上面（２）への移行部に１つの主切刃（５）
および１つの副切刃（６）が形成されており、活性な主切刃（５）と活性な副切刃（６）
とが側面稜（１０）により隔てられており、この側面稜（１０）が上面（２）への移行部
に、それぞれの活性な主切刃（５）および活性な副切刃（６）に対応して、１つの活性な
コーナー切刃（１２）を形成していることを特徴とするピーリング用チップ。
【請求項２】
　請求項１に記載のピーリング用チップ（１）において、前記ｎが６であるピーリング用
チップ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のピーリング用チップ（１）において、各側面（４）から上面
（２）への移行部にそれぞれ１つの主切刃（５）および１つの副切刃（６）が形成されて
いるピーリング用チップ。
【請求項４】
　請求項１から３の少なくとも１項に記載のピーリング用チップ（１）において、前記副
切刃（６）の長さが前記主切刃（５）の長さの１／６から１／２であるピーリング用チッ
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プ。
【請求項５】
　請求項１から４の少なくとも１項に記載のピーリング用チップ（１）において、前記主
切刃（５）及び前記副切刃（６）の少なくとも一方が直線部分として形成されているピー
リング用チップ。
【請求項６】
　請求項１から５の少なくとも１項に記載のピーリング用チップ（１）において、少なく
とも１つの側面（４）に少なくとも１つの部分面（４１）が形成されており、この部分面
が前記上面（２）と共に副切刃（６）を形成し、さらに、前記少なくとも１つの側面（４
）に少なくとももう１つの部分面（４２）が形成されており、この２番目の部分面が上面
（２）と共に主切刃（５）の少なくとも一部を形成し、前記第１の部分面（４１）と前記
第２の部分面（４２）とが１８０°より大きく２２０°より小さい外角（α１）をなして
いるピーリング用チップ。
【請求項７】
　請求項６に記載のピーリング用チップ（１）において、前記ピーリング用チップ（１）
に複数の部分面（４１、４２）が形成されているピーリング用チップ。
【請求項８】
　請求項６または７に記載のピーリング用チップ（１）において、上面（２）と共に主切
刃（５）の少なくとも一部を形成しており、側面稜（１０）により互いに隔てられている
複数の部分面（４２）が、紙面の垂線間の内角として測定して、それぞれ互いに６０°の
角度で配設されているピーリング用チップ。
【請求項９】
　請求項６から８の少なくとも１項に記載のピーリング用チップ（１）において、少なく
とも１つの側面（４）に１つの第３の部分面（４３）が形成されているピーリング用チッ
プ。
【請求項１０】
　請求項１から９の少なくとも１項に記載のピーリング用チップ（１）において、両面式
に形成されているピーリング用チップ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のピーリング用チップ（１）において、少なくとも１つの側面（４）
から下面（３）への移行部に、下面（３）に付設される１つの主切刃（５´）および下面
（３）に付設される１つの副切刃（６´）が形成されているピーリング用チップ。
【請求項１２】
　請求項１０または１１に記載のピーリング用チップ（１）において、下面（３）に付設
される主切刃（５´）が複数の部分面（４１、４２）と下面（３）との移行部に形成され
、下面（３）に付設される副切刃（６´）が側面（４）の第３の部分面（４３）と下面（
３）との移行部に形成されているピーリング用チップ。
【請求項１３】
　請求項１０から１２の少なくとも１項に記載のピーリング用チップ（１）において、下
面（３）に付設可能なｎ個の主切刃（５´）および下面（３）に付設可能なｎ個の副切刃
（６´）、ここでｎは５または６、を有するピーリング用チップ。
【請求項１４】
　請求項１０から１３の少なくとも１項に記載のピーリング用チップ（１）において、上
面（２）に付設可能なｎ個の主切刃（５）および上面（２）に付設可能な同じくｎ個の副
切刃（５）、並びに、下面（３）に付設可能なｎ個の主切刃（５´）および下面（３）に
付設可能なｎ個の副切刃（６´）、ここでｎは５または６、を有するピーリング用チップ
。
【請求項１５】
　請求項１から１４の少なくとも１項に記載のピーリング用チップ（１）において、上面
（２）及び下面（３）の少なくとも一方に切屑破砕段（１１）が形成されているピーリン
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グ用チップ。
【請求項１６】
　請求項１から１５の少なくとも１項に記載のピーリング用チップ（１）において、１つ
の側面（４）における前記複数の部分面（４１、４２、４３）の移行部が１から２０ｍｍ
の湾曲半径（ＲＸ）で丸みを帯びて形成されているピーリング用チップ。
【請求項１７】
　請求項１から１６の少なくとも１項に記載のピーリング用チップ（１）において、１つ
の主切刃（５、５´）が５０ｍｍより大きい湾曲半径を有する円形切刃として形成されて
いるピーリング用チップ。
【請求項１８】
　請求項１から１７の少なくとも１項に記載のピーリング用チップ（１）において、１つ
の副切刃（６）が５０ｍｍより大きい湾曲半径を有するピーリング用チップ。
【請求項１９】
　工具ホルダーと共に、請求項１から１８の少なくとも１項に記載のピーリング用チップ
（１）を少なくとも１つ備えた構成。
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